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福井県医師確保修学資金 奨学生の卒後勤務に関する考え方 

 

福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則（平成２０年福井県規則第６４号）第１７条

の規定に基づき、福井県医師確保修学資金等貸与条例（平成２０年福井県条例第４０号）第

９条の規定に基づく修学資金の返還の猶予、同条例第１０条第１号の規定に基づく修学資金

の返還の免除等に関し、修学資金の貸与を受けた者（以下「奨学生」という。）の福井大学

卒業後における勤務の考え方について、次のとおり定める。 

     

１ 初期臨床研修（義務年限２年）について 

○ 県内の臨床研修病院７病院を奨学生が選択し、マッチング制度（医師臨床研修マッチ

ング協議会（日本医師会、医療研修推進財団、全国医学部長病院長会議および臨床研修

協議会で構成される協議会をいう。）が運営する制度であって、医師免許を得て臨床研

修を受けようとする者（以下「研修希望者」という。）および臨床研修を行う病院（以下

「研修病院」という。）の研修プログラムを研修希望者および研修病院の希望を踏まえ、

一定の規則に従いコンピュータにより組合せを決定するものをいう。）により決定する。 

   

２ ３年目以降の勤務先（義務年限７年）について 

○ 奨学生が勤務する指定医療機関については、医師の偏在状況などを考慮し、別紙１の

とおりＡ群、Ｂ群およびＣ群に区分する。 

〇 福井県医師確保計画（令和６年３月策定）に定める医師多数区域のうち、福井市およ

び永平寺町の区域に所在する指定医療機関をＡ群とする。 

〇 福井県医師確保計画に定める医師少数区域（大野市、勝山市、鯖江市、越前市、池田

町、南越前町および越前町の区域）ならびに坂井市およびあわら市の区域に所在する指

定医療機関をＢ群とする。 

〇 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町の区域に所在する指定医療

機関をＣ群とする。 

○ 奨学生の勤務については、原則として、Ａ群での勤務は２年間以内とし、Ｃ群での勤

務は概ね３年間とする。 



                  

 

○ Ｂ群のうち公立診療所についてはＣ群の公立診療所と同様の取扱いとし、概ね３年の

勤務を認める。 

○ 福井大学および福井県が連携し、地域に必要な医師の確保、医師のキャリア形成支援、

医師の地域偏在の解消等に取り組むことを目的として設置している福井県地域医療支

援センター（以下「センター」という。）は、奨学生の希望と指定医療機関の受入れ希望

を調査する。 

〇 センターは、奨学生との面談および指定医療機関にヒアリングを行う。 

○ センターは、県内の医師不足に対応するなど、奨学生としての地域医療貢献とのバラ

ンスを考慮した調整を行う。 

○ 奨学生が勤務する指定医療機関および診療科の希望は最大限配慮するが、指定医療機

関の状況により、必ずしも希望通りにならないことがある。 

 

３ 専門研修（新たな専門医制度）について 

奨学生が基本領域の専門研修を希望する場合における勤務の考え方は、次のとおりと 

する。  

○ 奨学生は、基本的に指定医療機関で専門研修を実施する。 

○ 奨学生は、指定医療機関が基幹施設となっている専門研修プログラムを選択すること

とし、できる限り福井大学医学部附属病院または公立病院のプログラムを選択する。 

○ 専門研修プログラムの研修期間である３年間から５年間のうち、基幹施設での研修期

間は、原則として合計２年間までとする。ただし、基幹施設において２年を超える研修

が必要なプログラムである場合は、必要な期間に限り延長を認める。この場合において、

基幹施設がＡ群であるときは延長した期間について義務履行年限に含めず、基幹施設が

Ｂ群であるときは延長した期間について２年までに限り義務履行年限に含めることが

でき、基幹施設がＣ群であるときは延長した期間について義務履行年限に含めることが

できる。 

○ センターは、専門医制度による奨学生のキャリア支援のため、専門領域のプログラム

ごとに専門研修施設となる指定医療機関への勤務配置について、調整に努める。 

○ 指定医療機関外の専門研修施設での研修は、合計２年間までとし、義務履行年限に含

めない。 

 

４ 大学院進学、海外留学について  

○ 奨学生が大学院に進学し、指定医療機関で勤務しない場合は、大学院における通常の

修学年限までを修学資金の返還猶予期間とし、義務履行年限に含めない。 

○ 奨学生が海外に留学する場合は、合計２年間までを修学資金の返還猶予期間とし、義

務履行年限に含めない。 

 



                  

 

５ 勤務（義務）の中断について 

○ 修学資金の返還を猶予（義務の中断）できる場合は、奨学生自身の疾病、子育て、介

護、専門研修プログラムに伴う指定医療機関以外での研修、２年を超えるＡ群または４

年を超えるＢ群での研修、県外研修、海外留学、大学院への進学等やむを得ない理由が

ある場合とする。 

 

６ 休業、休暇等と義務履行年限の取扱いに関する基本的な考え方について 

〇 奨学生が勤務先指定医療機関の就業規則等に基づき、休業、休暇などを取得する場

合における義務履行年限の取扱いに関する基本的な考え方については、別紙２に定め

るとおりとする。 

  

７ その他  

○ 義務履行期間中は、奨学生が勤務する指定医療機関が、その就業規則等により処遇す

るものとする。 

○ 指定医療機関の変更、指定医療機関ごとの医師数その他の必要な事項は福井県地域医

療対策協議会に報告する。 

○ 「福井県医師確保修学資金 奨学生の卒後勤務に関する考え方」については、福井県

地域医療対策協議会において検証を行い、状況に応じて必要な見直しを図る。 

〇 「福井県医師確保修学資金 奨学生の卒後勤務に関する考え方」の策定時期、改正時

期、それぞれの主な内容および適用時期については、別紙３に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

【奨学生が基本領域の専門研修を希望する場合における勤務の例】 

 

 

   

   

［勤務例］（３年目に専門研修を開始） 

 

 

 

 

※３～９年目において、Ａ群は２年以内、Ｃ群は概ね３年 

 

 

 

 

［勤務例］（３年目に専門研修を開始） 

 

 

 

 

※３～９年目において、Ａ群は２年以内、Ｃ群は概ね３年   

 

 

 

 

［勤務例］（３年目に専門研修を開始） 

 

 

 

 

 

※３～１０年目において、Ａ群は２年以内、Ｃ群は概ね３年 

 

専門研修が３年間の場合 

専門研修が４年間の場合 

勤務（義務）中断の場合 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

初期臨床研修
専門研修 勤務

Ａ群医療機関 Ｃ群医療機関 Ｂ群医療機関

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

Ｂ群
初期臨床研修

Ａ群医療機関 Ｃ群医療機関

専門研修 勤務

１年目 ２年目 ３年目 ４年目
５年目

（義務外）
６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

Ｃ群
初期臨床研修

専門研修

Ｂ群医療機関Ａ群医療機関 Ｃ群医療機関

勤務


